
道
路
標
識
の
寸
法
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日 

山
口
県
知
事 

村 

岡 

嗣 

政 
 

 

山
口
県
規
則
第
二
十
五
号 

道
路
標
識
の
寸
法
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

道
路
標
識
の
寸
法
を
定
め
る
規
則
（
平
成
二
十
四
年
山
口
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
の
一
の
表
中 

「

」

を

「

」

に

、

「

」

を

「

」
に
、
「
一
一
六
の
二
」
を
「
一
一
六
の
四
」
に
、
「
一

一
六
の
三
」
を
「
一
一
六
の
五
」
に
、
「
一
一
六
の
四
」
を
「
一
一
六
の
六
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
九
中
「
ロ
ー
マ
字
」
を
「
英
語
に
よ

る
表
示
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


